
オ　ごみ分別収集・分別処理状況①１／２

合計

分別数
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類
プラス
チック

その他 スチール缶
アルミ
缶

びん
無色

びん
茶色

びん
黒色

10 1 1 6

17 1 3 ○ ○ ○ 9 ○ ○ ○ ○

9 1 1 4

18 1 1 8 ○ ○ ○ ○

16 1 2 ○ 発火性危険ごみ 10

32 1 6 ○ ○ ○ ○
発火性危険ごみ
(①アルミ②スチール)

17 ○ ○ ○ ○ ○

21 1 1 14 ○ ○ ○ ○ ○

27 1 4 ○ ○ ○ ○ 14 ○ ○ ○ ○ ○

12 1 1 8

24 4
①金属くず②焼却灰③
溶融スラグ④溶融飛灰

3 ○ ○ △ △ 12 ○ ○ ○ ○ ○

6 1 1 2

6 1 1 2

13 1 1 8

26 1 5 ○ ○ ○ ○ 家電品 13 ○ ○ ○ ○

14 1 1 10

28 1 5 ○ ○ ○ ○ スプレー缶 14 鉄類
アルミ
類

○ ○

10 1 2 ○ ○ 5

21 1 2 ○ ○ 12 ○ ○ ○ ○

31 1 生ごみ 2 20 ○ ○ ○ ○ ○

34 1 生ごみ 4 21 ○ ○ ○ ○ ○

10 1 1 5
スチール
缶・金属類 ○

15 1 1 7
スチール
缶・金属類 ○ ○ ○

8 1 1 4

17 1 1 10 ○ ○ ○ ○ ○

10 1 1 5

20 1 4 ○ ○ ○ ○ 9 ○ ○ ○ ○

16 1 1 13

27 2
①焼却灰、溶融スラグ
②金属くず

3 ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ○ ○

10 1 1 7

23 2 ①焼却灰 ②金属くず 3 ○ ○ 15 ○ ○ ○ ○

20 1 1 15 ○ ○ ○ ○

26 1 3 ○ ○ 磁選物 17 ○ ○ ○ ○ ○

18 1 3
①コード、針金類②陶
器、ガラス類③その他

13 ○ ○ ○ ○ ○

28 1 4 ○ ○
①コード、針金類
②陶器、ガラス類

20 ○ ○ ○ ○ ○

29 1 2
①焼却灰・小石
②茶わん・割れびん等

23 ○ ○ ○

39 1 7 ○ ○ ○ ○ ○
①焼却灰・小石
②茶わん、割れびん等

26 ○ ○ ○ ○ ○

10 1 2 ○ 金属類以外 8

24 1 4 ○ ○ ○ ○ 14 ○ ○ ○ ○ ○

15 1 1 12

21 1 4 ○ ○ ○ 埋立ごみ 12

17 1 1 13 ○ ○ ○ ○ ○

23 1 4 ○ ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○ ○

27 1 1 ○ 20 ○ ○ ○ ○ ○

33 1 4 ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

　○

①陶磁器・ガラス破片 ②金属類等混合物

①陶磁器・ガラス破片 ②金属 ③可燃ごみ ④不燃ごみ

○

○

○

　○

瀬戸市

半田市

○

春日井市

豊川市

名古屋市

豊橋市

岡崎市

一宮市

津島市

安城市

西尾市

蒲郡市

犬山市

刈谷市

豊田市

　分　　別　　品　　目

稲沢市

新城市

常滑市

江南市

尾西市

小牧市

市町村名

不　　燃　　ご　　み

碧南市

可 燃 ご み

分別数 分　別　品　目 分別数

資 源 ご み （１／２）

分別数

　○

金属類

○

○

○

○

○

○

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



びん
青緑

びん
その他

生きびん
紙
パック

新聞紙 チラシ
段
ボール

雑誌
雑紙
(その他
の紙)

布　類
ペット
ボトル

トレー
発泡
ｽﾁﾛｰﾙ

容器
包装
ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ

紙製
容器
包装

その他

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○ ○

○
①一升びん ②ビールびん
③酢のびん

○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属類

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ その他の金属

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ 衣類 ○

緑 ○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ 溶融メタル

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①硬質プラスチック ②その他の缶

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①白色
②色付

○ ①硬質プラスチック ②その他の缶

○ ○

○ ○ ○

○ 金属類

緑 ○ ○ ①金属ごみ ②不燃ごみ

○ ○ 破砕困難ごみ(スプレー缶他)

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ①乾電池 ②蛍光管

①青
②緑

①一升びん ②ビールびん ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ①その他食用缶 ②乾電池 ③蛍光管

○ △(衣類) ○ ①金属製品類 ②乾電池・蛍光灯

○ ○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ①金属製品類 ②乾電池 ③蛍光灯

○ ○ ○ ○ ○ ○
①白色
②色付

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①白色
②色付

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○
①一升びん（茶、緑）②ビールび
ん（大２種、中２種、小２種）

○ ○ ○ ○

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①鉄類 ②廃食用油 ③はがき ④中型ごみ
⑤プラスチック類 ⑥蛍光管等 ⑦乾電池

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①鉄類 ②廃食用油 ③はがき ④電化製品等 ⑤鉄製品等
⑥木製品等 ⑦プラスチック類 ⑧蛍光管等 ⑨乾電池

○ ○ ○ ○

緑 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ①金属類 ②蛍光管類

○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ①金属類 ②蛍光管類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緑 ○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○
①布類
②衣類

○ ○ ①スチール類 ②アルミ類 ③その他金属

緑 ○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○
①布類
②衣類

○ ○ ①スチール類 ②アルミ類 ③その他金属

○

○

○

○

○

△

○

○

○

　○

○

　○

①茶色②その他の色

○

○

△

○

○

　○

○

○

△

○

○

○

○

資 源 ご み （２／２）

　分　　別　　品　　目

○

○

○

○

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況①２／２

蛍光管 乾電池 体温計
水銀
電池

ガス
ﾗｲﾀｰ

その他
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類 その他

1 スプレー缶類 1

1 スプレー缶類 3 ○ ○ ○

2
①有害ごみ
②こわすごみ

1

4 ○ ○ ○ こわすごみ 4 ○ ○ ○ ○

2 ① ① ② ②鏡 1

4 ○ ○ ○ 鏡 4 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ 鏡 1

4 ○ ○ ○ 鏡 4 ○ ○ ○ プラスチック類

1 ○ 1

1 ○ 4 ○ ○ ○ ○

1 ○ 1

1 ○ 1

2 危険ごみ 1

3 ○ ○ 危険ごみ 4 ○ ○ ○ ○

1 危険ごみ 1

5 ○ ○ ○ ○ スプレー缶 3 ○ ①木類 ②布団類

1 1

3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ 5

3 ○ ○ ○ 5

2 ○ ○ 1

2 ○ ○ 4 ○ ○ ○ ○

1 1

2 △ ○ △ 3 ○ ○ ○

2 ○ 有害ごみ 1

2 ○ ○ 4 ○ ○ ○ ○

0 1

0 2 ○ ○

1

3 ○ ○

2 ○ ○ 1

2 ○ ○ 3 ○ ○ 磁選物

1

3 ○ ○ ○

2
①テープ類
②在宅医療廃棄物

1

2
①テープ類
②在宅医療廃棄物

3
①電化製品等 ②鉄製品等
③木製品等

1 有害ごみ 1

2 ○ バッテリー 3 ○ ○ ○

1

4 ○ ○ ①プラスチック ②埋立ごみ

1 ◯ 1

1 ○ 4 ○ ○ ○ ○

4 ◯ ◯ ◯ 鏡 1

4 ◯ ◯ ◯ 鏡 4 ○ ○ ○ ○

○

新城市

蒲郡市

①家電製品 ②寝具類 ③家具 ④その他 ⑤自転車

①家電製品 ②寝具類 ③家具 ④その他 ⑤自転車

小牧市

犬山市

常滑市

豊田市

安城市

○

碧南市

分　別　品　目 分　別　品　目

刈谷市

　粗　　大　　ご　　み

市町村名
分別数 分別数

半田市

　そ　の　他　ご　み

有害ごみ

名古屋市

豊橋市

岡崎市

一宮市

○
春日井市

津島市

豊川市

瀬戸市

西尾市

稲沢市

尾西市

江南市

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況②１／２

合計

分別数
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類
プラス
チック

その他 スチール缶
アルミ
缶

びん
無色

びん
茶色

びん
黒色

19 1 1 14 ○ ○ ○ ○

29 4
①溶融メタル②溶融ス
ラグ③飛灰④紙類

6 ○ ○
①ｺﾝｸﾘｰﾄ②溶融ﾒﾀﾙ③溶
融ｽﾗｸﾞ④ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾏｯﾄﾚｽ

14 ○ ○ ○ ○

16 1 1 13 ○ ○

17 1 2 ①破砕ごみ ②埋立ごみ 13 ○ ○

15 1 1 12 ○ ○ ○

21 3
①金属くず②焼却残さ
③飛灰

2 ○ ○ 14 ○ ○ ○ ○ ○

18 1 2 ○ 埋立ごみ 13 ○ ○ ○ ○ ○

20 1 2 ○ 埋立ごみ 14 ○ ○ ○ ○ ○

12 1 1 8

13 2 ①可燃ごみ ②紙類 1 8

21 1 1 16 ○ ○ ○ ○ ○

21 1 1 16 ○ ○ ○ ○ ○

23 1 3 ○
①小型ごみ
②埋め立てごみ

15 ○ ○ ○ ○

27 1 4 ○ ○ ○ ○ 15 ○ ○ ○ ○

17 1 1 13 鉄類
アルミ
類

23 3
①焼却灰②飛灰固化
③可燃物

3 ○ ○ 資源化物 13 鉄類
アルミ
類

24 1 1 21

34 1 3 ○ ○ ○ 27 ○ ○ ○ ○ ○

18 1 一般ごみ 1 埋立ごみ 14 ○ ○ ○ ○

26 5
①RDF②ｺﾝﾎﾟｽﾄ③金属
屑④不燃ごみ⑤焼却灰

1 ○ 14 ○ ○ ○ ○

16 1 1 13

25 2 ①焼却灰 ②金属くず 3 ○ ○ ○ 17 ○ ○ ○

11 1 1 8

11 1 1 8

9 1 1 6

14 1 1 11 ○ ○

21 1 1 17 ○ ○ ○ ○ ○

21 1 1 17 ○ ○ ○ ○ ○

14 1 1 10 ○ ○ ○

17 1 1 11 ○ ○ ○ ○

19 1 1 15 ○ ○ ○ ○ ○

24 2 ①焼却灰 ②金属くず 3 ○ ○ ○ 15 ○ ○ ○ ○ ○

11 1 1 7 ○ ○ ○ ○

12 1 1 7 ○ ○ ○ ○

14 1 1 11 ○ ○

19 1 3 ○ ○ ガラス 12 ○ ○ ○ ○

13 1 1 10 ○ ○ ○

15 1 1 10 ○ ○ ○

26 1 1 陶磁器・ガラス類 20 ○ ○ ○ ○

28 1 1 陶磁器・ガラス類 20 ○ ○ ○ ○

25 1 1 埋立ごみ 17 ○ ○ ○ ○ ○

25 1 1 埋立ごみ 17 ○ ○ ○ ○ ○

23 1 1 埋立ごみ 19 ○ ○ ○ ○

29 1 2 ○ ○ 19 ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

缶・金属類

△

○

　○

○
長久手町

西枇杷島町

豊明市

日進市

東郷町

田原市

西春町

豊山町

師勝町

新川町

知立市

尾張旭市

高浜市

岩倉市

　○

　○

知多市

大府市

東海市

春日町

清洲町

大口町

扶桑町

木曽川町

○

○

○

○

市町村名

可 燃 ご み 不　　燃　　ご　　み 資 源 ご み （１／２）

分別数 分　別　品　目 分別数

　分　　別　　品　　目

分別数

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



びん
青緑

びん
その他

生きびん
紙
パック

新聞紙 チラシ
段
ボール

雑誌
雑紙
(その他
の紙)

布　類
ペット
ボトル

トレー
発泡
ｽﾁﾛｰﾙ

容器
包装
ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ

紙製
容器
包装

その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廃食用油

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廃食用油

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ びん収納ケース

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ びん収納ケース

○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○  △ ①その他の金属 ②スプレー缶

○ ○ ○ △ ○ ○  △ ①その他の金属 ②スプレー缶

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ①金属類 ②テープ類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ①金属類 ②テープ類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①乾電池

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①乾電池

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①割り箸 ②刃物 ③ﾊﾞｯﾃﾘｰ ④電池 ⑤充電池 ⑥廃食用
油 ⑦ｽﾌﾟﾚｰ缶 ⑧使い捨てﾗｲﾀｰ ⑨蛍光灯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①割り箸②刃物③バッテリー④電池⑤充電池⑥廃食用油
⑦スプレー缶⑧使い捨てライター⑨蛍光灯⑩金属くず

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①鉄類 ②非鉄金属類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①鉄類 ②非鉄金属類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①廃食用油 ②蛍光管 ③乾電池

①緑
②青

△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①廃食用油 ②蛍光管 ③乾電池

○ △ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他の金属類

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○ ○

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 衣類 ○ ○

緑 ○ ○ ○ ○ ○

緑 ○ ○ ○ ○ ○

化粧瓶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①廃食用油 ②その他プラスチック ③テープ類
④小型金属類 ⑤ライター

化粧瓶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①廃食用油 ②その他プラスチック ③テープ類
④小型金属類 ⑤ライター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①鉄類 ②プラスチック
③廃食用油 ④テープ類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①鉄類 ②プラスチック
③廃食用油 ④テープ類

○ ○ ○ ○ ○ 厚紙
衣類・
布団類

○
①白色
②色付

○
①飲料缶以外の缶 ②なべ・やかん等
③スチールハンガー・傘 ④プラスチック

○ ○ ○ ○ ○ 厚紙
衣類・
布団類

○
①白色
②色付

○
①飲料缶以外の缶 ②なべ・やかん等
③スチールハンガー・かさ ④プラスチック

○

○

資 源 ご み （２／２）

○

○

○

△

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　分　　別　　品　　目

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況②２／２

蛍光管 乾電池 体温計
水銀
電池

ガス
ﾗｲﾀｰ

その他
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類 その他

1 ○ 2 ○ ○

1 ○ 4 ○ ○ ①溶融メタル ②溶融スラグ

1 危険ごみ

1 ○

1

2 ○ ○

1 1

2 ○ ○ 1

1 ○ 1

1 ○ 1

2 埋立ごみ 1

2 埋立ごみ 1

3 ○ ○ ○ 1

3 ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ ○

1 1

1 3 ○ ○ ○

1

3 ○ ○ ○

1 有害ごみ 1

2 ○ ○ 4 ○ 鉄屑 ①自転車 ②小型家電

1

3 ○ ○ ○

1

1

1

1

1 ○ 1

1 ○ 1

1 ○ 1

1 ○ 3 ○ ○ ○

1 △ △ 1

1 △ △ 3 ○ ○ ○

1 ○ 1

2 ○ 刃物 1

1

3 ○ ①木類 ②布団類

1

3 ○ ○ 木類

3 ○ ○ 中型ごみ 1

4 ○ ○
①可燃性中型ごみ
②不燃性中型ごみ

2 ○ ○

3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ 電化製品

3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ 電化製品

1 1

4 ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

大口町

木曽川町

扶桑町

新川町

師勝町

西春町

清洲町

○

○

豊山町

西枇杷島町

日進市

東郷町

豊明市

高浜市

岩倉市

長久手町

○

田原市

春日町

尾張旭市

知立市

東海市

大府市

知多市

市町村名

　そ　の　他　ご　み 　粗　　大　　ご　　み

分別数

分　別　品　目

分別数

分　別　品　目

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況③１／２

合計

分別数
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類
プラス
チック

その他 スチール缶
アルミ
缶

びん
無色

びん
茶色

びん
黒色

17 1 1 13 ○ ○ ○ ○

17 1 1 13 ○ ○ ○ ○

17 1 1 13 ○ ○ ○ ○ ○

23 2 ①焼却灰 ②金属類 4 ○ ○ ○ コンクリート殻 13 ○ ○ ○ ○ ○

8 1 1 4

19 1 3 ○ ○ 金属類 11 ○ ○ ○ ○

9 1 1 4

13 1 1 8 ○ ○ ○

15 1 1 10 ○ ○

21 3
①金属くず ②焼却灰
③溶融スラグ

4 ○ ○ ○ コンクリート殻 11 ○ ○ ○ ○

11 1 1 7 ○ ○

11 1 1 7 ○ ○

15 1 1 10

20 1 1 14 ○ ○ ○

11 2
①可燃ごみ
②プラスチック

1 5 ○ ○

13 2
①可燃ごみ
②プラスチック

1 7 ○ ○ ○ ○

22 2
①可燃ごみ
②プラスチック

1 ○ 15 ○ ○ ○ ○ ○

22 2
①可燃ごみ
②プラスチック

1 ○ 15 ○ ○ ○ ○ ○

15 1 1 10 ○ ○ ○ ○ ○

15 1 1 10 ○ ○ ○ ○ ○

12 1 3
①コンクリート殻
②灰③その他

5

20 1 生ごみ 3 ○
①コンクリート殻
②灰

11 ○ ○ ○ ○

15 1 1 8

15 1 1 8

12 1 1 6

15 1 1 9 ○ ○ ○ ○

10 1 1 ○ 5

17 1 1 ○ 11 ○ ○ ○ ○

13 1 1 10 スチール類
アルミ
類

24 1 5 ○ ○ ○ ○ バッテリー 16 スチール類
アルミ
類

○ ○

19 1 1 15 ○ ○ ○ ○

20 1 1 15 ○ ○ ○ ○

17 1 1 12 ○ ○ ○

25 1 4 ○ ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○ ○

17 1 1 ○ 12 ○ ○ ○

25 1 4 ○ ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○ ○

19 1 3 ○  ①陶磁器類 ②番線類 13 ○ ○ ○ ○ ○

21 1 3 ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○ ○

18 1 1 14 ○ ○ ○

22 1 4 ○ ○ ○ ○ 15 ○ ○ ○ ○ ○

20 1 2 ○ 埋立ごみ 14 ○ ○ ○ ○

21 1 2 ○ 埋立ごみ 14 ○ ○ ○ ○

20 1 1 15 ○ ○ ○ ○ ○

22 1 1 ○ 15 ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

　○

甚目寺町

祖父江町

平和町

七宝町

美和町

八開村

大治町

蟹江町

十四山村

飛島村

弥富町

佐屋町

立田村

佐織町

阿久比町

東浦町

南知多町

美浜町

武豊町

一色町

吉良町

幡豆町

○

○

○

○

○ 　○

○

○

○

市町村名

可 燃 ご み 不　　燃　　ご　　み 資 源 ご み （１／２）

分別数 分　別　品　目 分別数

　分　　別　　品　　目

分別数

　○

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



びん
青緑

びん
その他

生きびん
紙
パック

新聞紙 チラシ
段
ボール

雑誌
雑紙
(その他
の紙)

布　類
ペット
ボトル

トレー
発泡
ｽﾁﾛｰﾙ

容器
包装
ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ

紙製
容器
包装

その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 乾電池

○ ○ ○ ○ ○ ○ 乾電池

○ ①乾電池 ②スプレー缶

○ ①乾電池 ②スプレー缶

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 鉄類

青 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 鉄類

○ ○

○ ○ ○

①青
②緑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①青
②緑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○  

○ ○ ○ ○  

△ △ △ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ①乾電池 ②蛍光管

○ ○ ○ ○ ○ ○
ボール
紙

○ ○ ○ ①乾電池 ②蛍光管

○ ○ ○ ○ △ ○ △
ボール
紙

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ △
ボール
紙

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 一升ビン・ビールビン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廃食用油

○ 一升ビン・ビールビン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廃食用油

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属類

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

資 源 ご み （２／２）

　分　　別　　品　　目

○

○

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況③２／２

蛍光管 乾電池 体温計
水銀
電池

ガス
ﾗｲﾀｰ

その他
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類 その他

1 ○ 1

1 ○ 1

1 危険ごみ 1

1 ○ 3 ○ ○ ○

1 プラスチック 1

1 プラスチック 3 ○ ○ ○

1 プラスチック 2 ○ ○

1 プラスチック 2 ○ ○

3 ○ ○ 自転車

3 ○ ○ 自転車

1 プラスチック 1

1 プラスチック 1

2 ○ プラスチック 1

2 ○ プラスチック 2 ○ ○

3 ○ ○ ガレキ

3 ○ ○ ガレキ

2 ○ ○ 2 ○ ○

2 ○ ○ 2 ○ ○

1 プラスチック 2 ○ ○

1 プラスチック 2 ○ ○

2
①プラスチック
②危険ごみ

1

2 ○ プラスチック 3 ○ ○ ○

3 ○ ○ プラスチック 2 ○ ○

3 ○ ○ プラスチック 2 ○ ○

2
①プラスチック
②有害ごみ

2 ○ ○

2 プラスチック 2 ○ ○

2 ○ プラスチック 1

2 ○ プラスチック 2 ○ ○

1

2 ○ ○

1 ○ 1

1 ○ 2 ○ ○

2 ○ スプレー缶 1

3 ○
①アルミ類
②鉄類

4 ○ ○ ○ ○

2 ○ スプレー缶 1

3 ○
①アルミ類
②鉄類

4 ○ ○ ○ ○

1 ○ 1

1 ○ 3 ○ ○ ○

2 ○ ○

2 ○ ○

1 危険ごみ 2 ○ ○

2 ○ ○ 2 ○ ○

2 ○ ○ 1

2 ○ ○ 3 ○ ○ ○

一色町

吉良町

飛島村

祖父江町

十四山村

幡豆町

平和町

弥富町

佐屋町

武豊町

立田村

八開村

佐織町

阿久比町

東浦町

七宝町

美和町

南知多町

甚目寺町

大治町

蟹江町

美浜町

市町村名

　そ　の　他　ご　み 　粗　　大　　ご　　み

分別数

分　別　品　目

分別数

分　別　品　目

○

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況④１／２

合計

分別数
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類
プラス
チック

その他 スチール缶
アルミ
缶

びん
無色

びん
茶色

びん
黒色

21 1 1
埋立ごみ
（陶器・ガラス等）

15
スチール
缶、金属類 ○

29 1 4 ○ ○ ○ 埋立ごみ 19 ○ ○ ○ ○

11 1 1 8

20 1 4 ○ ○ ①資源ごみ ②粗大ごみ 12 ○ ○ ○ ○

16 1 1 10

27 2 ①焼却灰 ②金属 4 ○ ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○

19 1 2 ○ 埋立ごみ 13 ○ ○ ○ ○

22 1 2 ○ 埋立ごみ 13 ○ ○ ○ ○

15 1 2 ○ 埋立ごみ 10 ○ ○ ○ ○

22 1 2 ○ 埋立ごみ 13 ○ ○ ○ ○ ○

13 1 2 ○ 埋立ごみ 8

19 1 2 ○ 埋立ごみ 11 ○ ○ ○ ○

8 1 2 ○ 埋立ごみ 3

14 1 2 ○ 埋立ごみ 6 ○ ○ ○ ○

12 1 2 ○ ○ 7

18 1 2 ○ ○ 10 ○ ○ ○ ○

14 1 1
リサイクルできないもの
（ガラス類等）

9 ○ ○

18 1 1
リサイクルできないもの
（ガラス類等）

12 ○ ○ ○ ○

11 1 1
リサイクルできないもの
（ガラス、びん等）

8 ○ ○

12 1 1
リサイクルできないもの
（ガラス、びん等）

9 ○ ○ ○ ○

15 1 1 再生不可のガラス類 10 金属類 ○ ○ ○

15 1 1 再生不可のガラス類 10 金属類 ○ ○ ○

11 1 2
①ガラス類
②廃乾電池

8 ○ ○ ○

11 1 2
①ガラス類
②廃乾電池

8 ○ ○ ○

14 1 4
①蛍光灯②体温計③ｶﾞﾗｽ類
（再生不可）④乾電池 9 ○ ○

14 1 4
①蛍光灯②体温計③ｶﾞﾗｽ類
（再生不可）④乾電池 9 ○ ○

13 1 1 ガラス類 8 ○ ○

13 1 1 ガラス類 8 ○ ○

24 1 1 17 ○ ○ ○ ○

26 1 1 ○ 17 ○ ○ ○ ○

17 1 1 12 ○ ○ ○ ○

25 1 3 ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○

11 1 1 7

25 1 4 ○ ○ ①資源ごみ ②残渣 12 ○ ○ ○ ○

16 1 1 6

25 1 3 ○ ○ 金属類 13 ○ ○ ○ ○

17 1 1 9

39 1 7 ○ ○ ○ ○
①ステンレス ②被覆線
③カレット

24 ○ ○ ○ ○ ○

18 1 1 9

26 3
①焼却灰 ②溶融スラ
グ ③溶融メタル

3 ○ ○ ○ 13 ○ ○ ○ ○

14 1 1 11 ○ ○

15 1 1 12 ○ ○ ○ ○

平均
16.7種

87 4 87 0 9 0 0 6 3 25 87 85 40 85 45 21

平均
24.6種

87 18 87 36 46 28 15 14 8 37 87 85 76 86 78 36

○

○

○

○

○

金属類

○

○

○

金属類

○

　○

　○

○

分別実施
市町村数

○

○

○

○

缶･小型金属類

渥美町

御津町

　○

　○

幸田町

額田町

三好町

市町村名

藤岡町

小原村

足助町

下山村

作手村

音羽町

一宮町

小坂井町

富山村

津具村

稲武町

鳳来町

旭町

設楽町

東栄町

豊根村

　○

○

可 燃 ご み 不　　燃　　ご　　み 資 源 ご み （１／２）

分別数

　分　　別　　品　　目

分別数分別数 分　別　品　目

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



びん
青緑

びん
その他

生きびん
紙
パック

新聞紙 チラシ
段
ボール

雑誌
雑紙
(その他
の紙)

布　類
ペット
ボトル

トレー
発泡
ｽﾁﾛｰﾙ

容器
包装
ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ

紙製
容器
包装

その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①スプレー缶 ②アルミ類

緑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①アルミ類 ②スチール類 ③減容ブロック

○ ○ ○ ○ ①蛍光管 ②乾電池・スプレー缶

○ ○ ○ ○ ○ ○ ①蛍光管・乾電池 ②スプレー缶

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

緑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

緑 ○ ○ ○ ○

緑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緑 ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ ①金属類 ②陶磁器

緑 ○ ○ ○ ①金属類 ②陶磁器

緑 ○ ○ ○ 陶磁器

緑 ○ ○ ○ 陶磁器

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①その他の金属

○ ①一升びん ②ビールびん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①その他の金属

○ ○ ○ ○ ○ ①その他の金属 ②硬質プラスチック

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①その他の金属 ②硬質プラスチック

○ △ ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緑 ○
一升びん､ｳｲｽｷｰびん､ﾋﾞｰﾙびん､焼
酎びん､ｼﾞｭｰｽびんなど 10種

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △

○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ①その他金属

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 27 26 62 69 15 58 54 9 53 86 46 5 32 11 36

39 53 46 62 71 16 67 64 10 55 86 45 5 32 12 39

○

○

○

○

△

○

○

○

○

　○ ○

○

○

資 源 ご み （２／２）

　分　　別　　品　　目

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。



オ　ごみ分別収集・分別処理状況④２／２

蛍光管 乾電池 体温計
水銀
電池

ガス
ﾗｲﾀｰ

その他
可燃
ごみ

不燃
ごみ

スチー
ル

アルミ 金属類 その他

2 ○ ○ 2 ○ ○

2 ○ △ △ 3 ○ ○ ○

1

3 ○ ○ ○

3 ○ ○ コンクリート殻 1

3 ○ ○ コンクリート殻 5 ○ ○ ○ ○ 再利用可能品

2 ○ ○ 1

3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ 埋立ごみ

1 有害ごみ 1

2 ○ ○ 4 ○ ○ ①資源ごみ ②埋立ごみ

1 1

3 ○ ○ ○ 2 ○ ○

1 有害ごみ 1

3 ○ ○ ○ 2 ○ ○

1 有害ごみ 1 ○

3 ○ ○ ○ 2 ○ 埋立ごみ

2 ○ ○ 1

2 ○ ○ 2 ○ ○

1 ○

1 ○

2 ○ ○ 1

2 ○ ○ 1 ○

2 ○ ○ 1

2 ○ ○ 1

2 △ ○ △ △（鏡） 3 ○ ○ 埋立ごみ

4 ○ ○ ○ 鏡 3 ○ ○ 埋立ごみ

1 有害ごみ 2 ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ 鏡 3 ○ ○ ○

1 危険ごみ 1

5 ○ ○ ○ ○ スプレー缶 3 ○ ①木類 ②布類

5 ○ △ ○ △ ○ スプレー缶 3 ○ ①木類 ②布団類

5 ○ △ ○ △ ○ スプレー缶 3 ○ ①木類 ②布団類

5 ○ ○ ○ ○ スプレー缶 1

5 ○ ○ ○ ○ スプレー缶 2 ○ ○

4 △ ○ △ ○ ○（スプレー缶・カセット
ボンベ）

3 ○ ①木類 ②布団類

5 ○ ○ ○ ○ ○（スプレー缶・カセット
ボンベ）

2 ○ ○

1

1

69 28 39 6 0 5 35 83 13 14 1 0 3 7

69 39 57 18 3 9 30 83 59 55 32 12 18 21

分別実施
市町村数

幸田町

藤岡町

三好町

足助町

額田町

○

下山村

旭町

津具村

稲武町

音羽町

豊根村

富山村

小原村

渥美町

小坂井町

御津町

一宮町

鳳来町

設楽町

東栄町

作手村

市町村名

　そ　の　他　ご　み 　粗　　大　　ご　　み

分別数

分　別　品　目

分別数

分　別　品　目

（注）上段は住民が行う分別、下段は市町村等（組合・処理業者・再生事業者を含む）が行う分別を示す。
　　　この表には、集団回収及び直接搬入は含まれていない。
　　　△は、同じ分別区分であることを示す。
　　　合計分別数は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他のごみ、粗大ごみの分別数の合計を示す。
　　　分別実施市町村数については、複数の分別品目にまたがる場合、最も左の欄に計上している。


